
倉吉記者クラブ加盟社　御中　 

鳥取中央有線放送株式会社　御中 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

主　催　　琴浦町（担当課：議会事務局） 

日　時　　令和８年３月４日（水）～３月２５日（水） 

場　所　　琴浦町役場本庁舎　議場 

 

事業紹介（別紙のとおり） 

①　日程について　《会期日程案》 

②　３月１１日、１２日が町政に対する一般質問　《質問事項一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「琴浦町議会３月定例会の会期日程等について」 

町政に対する一般質問では、8 名の議員から２１項目の質問が通告さ

れています。 

 発信元 琴浦町

 担当課　 議会事務局

 担当者　 太田　道彦

 連絡先 ０８５８－５２－１７１０

 令和８年３月２日（月）



令和８年３月 

第３回琴浦町議会定例会会期日程(案) 

《会期２２日間》 
 

月　日 曜 開議時間 日　　　　程

 

３月　４日 水
午前 10:00

◎本会議 

１．開会 

２．会議録署名議員の指名 

３．会期決定 

４．諸般の報告 

５．請願・陳情の委員会審査付託 

６．町長提出議案の一括上程 

提案理由説明 

７．議案一部先議

 
本会議終了後 ・全員協議会～・議会広報常任委員会

 

３月　５日 木 午前 10:00

◎本会議　 

１ 予算議案に対する総括質疑 

２ 予算議案の委員会審査付託 

３ その他の議案に対する質疑

 
３月　６日 金 休 会 休　会

 
３月　７日 土 休 会 休　会

 
３月　８日 日 休 会 休　会

 
３月　９日 月 休 会 休　会

 
３月１０日 火 休 会 休　会

 

３月１１日 水 午前 10:00
◎本会議 (通告 １番～５番) 

町政に対する一般質問

 

３月１２日 木 午前 10:00
◎本会議 (通告 ６番～８番) 

町政に対する一般質問

 

３月１３日 金 午前 10:00 予算・決算審査特別委員会①付託事件審査



 

※３月１０日（火）午前～　町内中学校卒業式 

　３月１９日（木）午前～　町内小学校卒業式 

月 日 曜 開議時間 日 程

 
３月１４日 土 休　会 休　会

 
３月１５日 日 休　会 　休　会

 

３月１６日 月 午前 10:00 予算・決算審査特別委員会②付託事件審査

 

３月１７日 火 午前 10:00 予算・決算審査特別委員会③付託事件審査

 

３月１８日 水 午前 10:00 　教育民生常任委員会　

 
３月１９日 木 休　会 休　会

 
３月２０日 金 休　会 春分の日

 
３月２１日 土 休　会 休　会

 
３月２２日 日 休　会 休　会

 

３月２３日 月 午前 10:00 　総務産業常任委員会　付託事件審査

 
３月２４日 火 休　会 議事整理日

 

３月２５日 水 午前 10:00

◎本会議 

１．付託請願・陳情の審査結果報告、審議 

２．付託議案の審査結果報告、審議 

３．その他の議案審議 

４．議員提出議案提出、及び審議 

５．「閉会中の継続調査活動」議決 

６．閉会



【令和８年第３回琴浦町議会定例会（３月）】 

一 般 質 問 事 項 一 覧 

 
 

質 問 議 員 質 問 事 項

 

通告１番 
小 椋 憲 浩

１.「琴浦町障がい福祉計画」について 
２.スローショッピングの取り組みについて 
３.町有地の売却方針の状況について

 

通告２番 
大 平 高 志

１.地域活動の活性化について 
２.鳥獣対策について 
３.児童生徒の学習環境整備について

 

通告３番 
川 本 善 孝

１.水産業の振興について  
２.景観資源の評価基準について

 

通告４番 
谷 田 順 子

１.町長の政治姿勢について

 

通告５番 
小 倉 典 子

１.福祉避難所について 
２.障がいのある子どもたちのための個別避難計画について 
３.障がいのある子どもたちのための各種避難所について 
４.災害時の町の対応について

 

通告６番 
川 上 強 志

１.町内各小中学校で自慢できる取組内容と課題について 
２.今後４年間を通して全集落に出向き、直接町民と対話すること

について

 

通告７番 
押 本 昌 幸

１.「福本カラー」に期待（N 紙）から 
２.「人が集まる施設拡充へ会議や商店誘致に注力」とある（N 紙)

 

通告８番 
小 椋 正 和

１.人を大切にする町づくりについて 
２.地域の輪を広げる町づくりについて 
３.輝く産業、経済の強化の町づくりについて 
４.壊さない環境、生かす施設について


